
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

会員規約 

 

荷主側、買主側への規約及び申し合わせ事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

会員規約 

 

第 1 条(目的) 

本規約は「LUXURY AUCTION 」(以下当オークションという)を開催するにあたり、手

続き方法その他の事項を定めたもので、当オークションの円滑な運営を図るものとする。 

 

第 2 条(名称) 

「LUXURY AUCTION」と称する。 

 

第 3 条（取扱品目） 

当オークションはブランドバッグ、貴金属、時計、皮革ゴム製品及び衣類の売買と仲介並

びに委託販売を業として取り扱うものとする。 

 

第 4 条（運営） 

当オークションは本規約及び別途定める規定に基づき、株式会社ユーズドワン    

（以下、主催者という）が運営を行う。 

 

第 5 条（開催地） 

当オークションの開催場所は、あらかじめ主催者が指定する会場とする。 

 

第６条（開催日時） 

 当オークションの開催日時は毎月第2・第4月曜日とする。ただし、主催者の都合等によ

り開催できない場合は、変更開催日時を定め事前にその旨を会員に通知する。 

 

第7条（入会及び参加資格） 

当オークションに参加するには、主催者が定める会員資格を有する者（以下「会員」とい

う。）とする。 

会員は公安委員会交付の古物許可証の所有者でなければならない。また、主催者が要請す

る必要書類を提出し入会申込みをしなければならない。 

入会金を 1 社あたり 11,000 円(税込)徴収し、如何なる場合でも返金しないものとする。 

毎年 4 月に年会費１社あたり 11,000 円(税込)をオークションに参加した際に清算書にて

徴収する。如何なる場合でも返金しないものとする。 

 

第 8 条（取引方法） 

取引方法は、成り行きの競り売りとする。 

オークション内古物(商品)の所有権は、競り売りまでは売主に帰属し、競り終了後は買主

に帰属する。また、当オークションはその間の委託管理を行うものとする。 



 

第 9 条（参加費） 

当オークションの会員は参加人数に応じ参加費を支払うものとする。 

当日オークション参加費１名につき 3,850 円(税込)とする。 

委託出品の場合も同様参加費として、3,850 円(税込)とする。 

 

第 10 条（手数料） 

会員は、主催が定めた方法により手数料を支払わなければならない。 

落札金額および、手数料はインボイス制度に基づき、すべて外税方式とする 

 

(1)買主が当オークションに支払う手数料  

落札金額の 3％＋手数料の消費税 

例）落札金額 100,000 円 消費税：10,000 円 手数料：3,000 円 消費税：300 円 

 落札金額合計＝113,300 円 

 

 (2)売主が当オークションに支払う手数料  

⑴落札金額 20,000 円以上の場合：3％＋手数料の消費税 

例）100,000 円 + 消費税：10,000 円 － 手数料：3,000 円 － 消費税：300 円 

  お支払い金額＝106,700 円 

 

⑵HERMES のみ、落札金額 500,000 円以上の場合：1％＋手数料の消費税 

例）1,000,000 円 + 消費税：100,000 円 － 手数料：10,000 円 － 消費税：1000 円 

 お支払い金額＝1,089,000 円 

 

⑶落札金額 20,000 円未満の場合：10％＋手数料の消費税 

例）10,000 円 ＋ 消費税：1,000 円 － 手数料：1,000 円 －消費税：100 円 

 お支払い金額：9,900 円 

 

第 11 条（禁止事項） 

当オークションでは以下の行為を禁止事項とする。 

(1) 会員以外の者を当オークションに参加させること。 

(2) 会員間の直接取引及び決済。 

(3) 盗難被害品、遺失物、不正品の疑いがある商材を出品すること。 

(4) 当オークションの規約及びその他の規定に違反すること。 

 

第 12 条（参加制限） 

主催者は、次の事項に該当した会員に当オークションへの参加を制限することができる。 

(1) 該当会員の支払債務が規定の日までに決済されないとき。 

(2) 会員同士でのトラブルまたは、第三者よりの通告があったとき。 



(2)前条に規定する行為を行ったとき。 

 

第13条(出品取消・返品規約) 

(1) 基準外等による返品期間はオークション終了から1ヵ月以内とする。 

(2) 真贋等での返品交渉期間延長は最大２か月間延長とする。ただし(1)返品期間内に交

渉延長申請が必須である。 

(3) 主催者は事後交渉に関してあくまで売主と買主の仲介業務を行うものとする。    

(4) 商品の真贋に関して売主保証の上で取引を行うが、当会の基準に明らかに満たない

ものに関しては出品を取消する場合がある。 

(5) 出品商品が盗難被害品、遺失物、不正品と判明した場合、取引が無効となり返品の 

対象となる。 

(6) 当会基準に満たないものに関して、正規店での真贋を依頼する場合がある。 

(7) 真贋について製造元または、以下の機関を判定の基に市場主が判断する。 

一般法人日本流通自主管理協会（AACD） 

(8) 上記項目に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切受け付けないものと

する。 

 

第 14 条（反社会的勢力の排除） 

当オークションは会員又は会員の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有す

る者が次の項目に該当する場合、何らの催告を要さずに強制退会とする。 

 

(1) 団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下まとめて「反社会的勢

力」という）に属すると認められるとき。 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 

(4) 反社会的勢力に対し資金等を提供もしくは便宜を供与するなど関与が認められるとき。 

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

(6) 自らまたは第三者を利用して、当オークション及び関係者に対し、詐術、暴力行為、    

または脅迫的言辞を用いたとき。 

 

第 15 条（規約・申し合わせ事項の改定） 

諸般の事情の変化により、本規約及び申し合わせ事項の改定が必要と主催者が判断した場

合、随時任意に改定し、会員紙面又は WEB 上にて通知する。 

 

2023 年 4 月 1 日(制定) 

2024 年 1 月 1 日(開催日変更) 



 

 

 

荷主側への規約及び申し合わせ事項 

 
1. 落札金額および、手数料はインボイス制度に基づき、すべて外税方式とします。 

2. 出品手数料は落札額により、3％～10％とします。 

 

3. 20,000 円未満の落札で、売り手数料は落札価格の 10％とします。 

例：落札価格 10,000 円＋消費税 1,000 円－売り手数料 1,000 円－消費税 100 円 

＝支払合計金額 9,900 円 

 

4. 20,000 円以上の落札で、売り手数料は落札価格の 3%とします。  

例：落札価格 20,000 円＋消費税 2,000 円－売り手数料 600 円－消費税 60 円 

＝支払合計金額 21,340 円 

 

5. HERMES のみ、落札金額 500,000 円以上で売り手数料は落札価格の 1％とします。 

例：1,000,000 円 + 消費税：100,000 円 － 手数料：10,000 円 － 消費税：1000 円 

お支払い金額＝1,089,000 円 

 

6. お支払方法は原則お振込みのみとさせて頂きますので振込先金融機関口座をお知らせくだ

さい。 

 

7. 総出品数に制限はありません。ただし、当日競り可能点数に達した場合、受付を締め切らせ

ていただく場合が御座いますので予めご了承ください。 

 

8. 出品受付期間内に出品点数の予約が必要となります。予約方法は公式 LINE のみ受付いた

します。 

 

9. 出品物の追加や取り消しなど、事前にお知らせいただいた出品数に変更がある場合は必ず

ご連絡下さい。 

 

10. 出品商品の到着は、必ず弊社指定の集荷期間内にお願い致します。 

 

11. ご配送の際の送料は荷主様にてご負担をお願い致します。 

 

12. 出品商品には、必ず弊社の用意した専用タグをご使用ください。 

 

13. 出品リストは弊社指定のエクセルデータにご入力いただき、メールにて送付ください。 

 

14. 商品はすべて成行で取引させて頂きます。やむを得ずご希望値段がある場合は、出品リスト

の金額欄に指値金額をご記入ください。尚、指値は 2 万円以上とさせて頂きます。 

 

15. 指値を下回った商品に関しましては公式 LINE にて保留交渉を行います。 

 

16. 出品表にはブランド、品目等関しては可能な限りご記入ください。 



 

17. 貴金属はグラムにて計量し出品をお願い致します。 

 

18. 時計をご出品の場合、「動作保証品」「現状出品」かの記載をお願い致します。 

なお、記載のない商品に関しましてはすべて「現状出品」とさせていただきます。 

 

19. 主催者は事後交渉に関してあくまで売主と買主の仲介業務を行うものとします。場合によ

っては双方にて直接交渉をお願いすることがございます。 

 

20. 商品の真贋に関しては売主保証の上で取引させていただきますが、当会の基準に明らかに

満たないものに関しては出品を取消させていただく場合もございます。 

 

21. 真贋について製造元または、以下の機関を判定の基に市場主が判断する。 

・一般法人日本流通自主管理協会（AACD） 

 

 

22. 出品商品が盗難被害品、遺失物、不正品と判明した場合、取引が無効となり返品の対象とな

ります。 

 

23. ご出品された商品に関して、売買成立後の取り戻しは出来ません。 

 

24. 指値の入っていない商品の後交渉は一切お受け出来ませんので予めご了承ください。 

 

25. 出品の際は適格請求書番号（インボイス番号）を必須とする。 

適格請求書番号の申請または取得がない場合は出品不可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

買主側への規約及び申し合わせ事項 

 

 
1. 落札金額および、手数料はインボイス制度に基づき、すべて外税方式とします。 

 

2. 手数料は 3％といたします。 

 

 

3. お支払いは前振込、後振込のいずれかでお願い致します。ただし、後振込の場合、清算書発

行より 3 日以内に必ずお振込みください。また、送料、振込手数料は買主様負担でお願い

致します。 

 

4. 出品される商品につきまして、買主様ご自身の「見た目」 の判断にてお願い致します。 

 

5. 当日の当会の品物の読み上げは、あくまで進行上の参考資料とさせて頂き、それを保証する

ものではございません。読み上げられたブランド等と異なる等の理由での返品はお受け出

来ませんのでご了承願います。 

 

6. オークション終了後、ご落札商品または不成立商品のお持ち帰りは原則禁止とし、翌々日に

入金確認でき次第着払いでの発送となります。 

 

 

7. 商品到着後、御落札商品が無い・異なった商品が入っている・納品伝票の記載に誤りがある

等のご連絡は、必ずオークション終了後 7 日以内にご連絡ください。 

 

 

8. 買主様からの基準外等による返品期間はオークション終了から１か月以内とさせて頂きま

す。メーカー確認等で返品期間を延長する場合は、返品期間内に交渉延長のご連絡を必ずし

てください。期間外の交渉は一切お受けできません。 

 

尚、売主様への返品期間はオークション終了から２か月以内とします。 

 

9. 入場には当会の許可が必要です。オークション参加は登録されたご本人様、もしくは従業員

様のみとさせていただきます。 

 

10. 後乗りは 1 割以上上乗せで認めるものとします。（1,000 円～50,000 円までは+5,000 円上

乗せしなければならない）その後の競り上がりは自由とし落札金額の決定は振り師の判断

といたします。 

 

11. 掛け声(セリ)には符丁は使わず、はっきりとした数字で声をかけて下さい。 

 

 

12. 古物営業許可証を携帯して下さい。 

 

2023 年 4 月 1 日(申し合わせ事項改定) 

 


